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１．はじめに 

１．１ 研究の目的・背景 

 都市の構成体のひとつとしての建築物は、個々

の建築物はお互いに悪影響を与えぬよう、一定のル

ールの下で建設され、運用されることが望まれる。

不特定多数の人が利用する建築物については、その

利用者の安全が保たれるよう、住宅などの個人利用

に限った建築物よりきめ細かい保守が求められる。

しかし、不特定多数の人が利用する建築物の多くは

「経済的価値が生じている建築物」であり、その所

有者も経済理論に則って運営をしている。つまり、

「利用者の安全を最大限図るための努力」が必要で

あることは理解しつつも、安全対策と収益性を天秤

にかけ、現実的な判断が下される状況下にあること

は、一つの事実である。 

本論文では、現在実施されている検査制度を見直

すことで、所有者の負担を増やさずに建築物の維持

管理の向上が図れると仮定し、その改善について模

索する。研究の流れを以下の通り示す。 

1.実施されている検査制度の分析を行い、建築物の

維持管理にかかる検査制度の全体像を示す。 

2.点検の合理化、定量化の可能性、および利用者へ

の情報開示の提案について検討する。 

１．２ 安全とは何か 

安全とは、危険がないこと、あるいは被害を受ける

ことの可能性の低いことを指す。しかし、一言で安

全といっても、その優劣や性能の要求水準は、時と

して大きく異なる。建築物に関していうと、まず図

られるべきは、利用者の生命保護であろう。生命と

いうかけがえのない資産を担保すべく、法規制をは

じめ、さまざまな防災対策が講じられている。存在

する建築物が一定水準以上の安全性を有しているこ

とが理想であるが、実際には、管理者である所有者

の安全に対する意識に依存する。その意識を変える

ためにもより効果的な検査制度の実現が必要となる 

と考える。 

 

２．性能 

２．１ 建築物の性能 

建築物が具備している具体的な性能を以下に示す

通り、1.安全性、2.快適性、3.耐久性、を確保する

ための性能の 3 つに大きく分けられる。 

２．２ 性能の捉え方 

 建築物は、多くの部材から構成され、それらが複 

雑に組み合わせられて 1 つのかたちとなっており、 

期待通りの性能を具備しているかどうか、わかりづ

らい。また巽 1)が述べているように、人間の建築物

に対する要求は非常に多様であり、利用者の特性(年

齢や家族構成等)の変化に応じ、要求性能も変化す

る。本論では、市場で取引される建築物を対象に、

要求性能をその主体別に 3 つに分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 主体別性能の分類 2) 

図 1 は、主体別の建築物の性能を示している。ここ

での性能は安全性能の他、快適性能、耐久性能を含

めた全体の性能を指す。「法・規制の求める性能」(以

下、①)とは、最低基準として具備することを強制的

に決められた性能を意味する。建築基準法、消防法、

都市計画法等によって基準が定められており、建築

物の規模や用途、具備する性能に応じて付加される

規制もある。建築物を新築する際は、関連する規定

について「適法」であることが要求され、原則的に

はすべての性能を満たしてはじめて、建築行為が認

められる仕組みとなっている。なお、法改正により

現行法に合致しなくなった既存不適格建築物につい

て、その安全性を危惧し、是正策を講じるための議

論が行われている。しかし、現在の市場では既存不

適格建築物も多く流通している。本論文では、既存

不適格建築物が真に危険であるか、については言及

せず、「既存不適格建築物であることの明示」がさ

れることを求める性能とみなす。 

 「所有者の求める性能」(以下、②)とは、①に加

えて市場での取引が有利になるよう求められる性能

である。利用者からは、空調環境やセキュリティの

充実などの快適性の向上が求められる場合が多い。

付加した設備によって、利用者の安全性が脅かされ

ることはないが、該当設備は適正な維持管理が求め

られる。よって、②の性能目標は、「快適性の維持」

であると言える。 

 「投資家に求められる性能」(以下、③)とは、社

会的要請を受けて投資家が具備することを選択する

投資家に求められる性能③

所有者の求める性能②

法・規制の求める性能①



 

 

性能である。③は、投資家が自らの経済的要求(多く

の利益を得たい等)に基づいて求める性能と、投資家

が責任不動産投資に基づいて求める性能とに分けら

れる。本論文では安全水準の高い建築物を社会的要

請であると考え、後者について論ずる。なお、投資

家が機関投資家であれば、元手が年金から捻出され

ている場合もあり、後者に対しすでに積極的な取り

組みが行われている。投資法人が保有している不動

産に関する情報は、投資信託法註 1)第 14 条にて、「投

資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託

財産について、投資関連情報を開示することが求め

られている。なお、ここには企業が株主からの要求

を受けて行う自助努力も含まれる。その場合の性能

は、企業の BCP(Business Continuity Plan：事業継

続計画)に基づき要求される性能であり、前述で触れ

た①②の積み上げの上に、要求される性能であると

考えられる。地球環境負荷の低減等、より広義なリ

スクの想定から生じる要求性能であるため、必ずし

も③が「利用者の安全を担保する性能」を補完する

内容になるとは限らない。 

２．２ 性能の見えやすさ 

 可視化の基本は、第一に、定量的に状況を知るこ

と、第二に、その結果を関係する多くの人々が理解

しやすいように、表示すること 3)と考えられる。 

図 1 をもとに、主体別の「性能の見えやすさ」に

ついて図 2 に示す。 

①は、建築物の設計段階で具備している性能が多

く、竣工時には確認されるが、運用段階では見えづ

らく、また確認しづらい性能が多いと考えられる。

問題なのは、これらは万一具備していない場合、重

大な欠陥となる可能性が高いことである。特に安全

が要求される不特定多数の利用者のある建築物、昇

降機など機械設備に関しては、行政の介入により、

定期点検と報告の実施が義務付けられており、性能

の確認が行われている。 

②は追加の設備の内容によっては、性能を具備して 

いるかどうか見えやすいものが多い。エアコンディ 

ション、防犯カメラなどが例に挙げられる。故障 

しても利用者の安全に直接影響を与えない機能もあ

るが、安全性の観点から適切な維持管理が求められ 

る機能もあり、後者については①と同様、行政の介

入により定期的な性能の確認が行われている。 

③は、利用者の安全に直接影響を与えない性能が

ほとんどである。主体の性質上、投資家や株主によ

って具備しているかどうか確認される必要があるた

め、見えやすい評価基準のある場合が多い。 

 

３．検査制度 

ここでは、実施されている検査制度について述べる。

表 1 は、建築物にかかる法定点検項目の一覧を示し

ている。実際の建築物は建築基準法以外にも多くの

法令に基づき定期点検の実施が定められていること

がわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 主体別性能の見えやすさ 

 

表 1 建築物の法定点検一覧 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の検査制度の問題点を以下に示す。 

1 つ目に、報告率があまり高くない点が挙げられる。

特殊建築物、建築設備、昇降機等の定期点検の報告

率を図 3 に示す。その原因として、仮に実施してい

なくても罰則がほとんどないこと、また報告は書面

での提出が義務付けられており、実施に費用・時間

がかかること等が挙げられる。 

2 つ目は、判定方法がわかりにくい点である。現在

の検査制度の多くは判定が「適法か違法か」で分け

られている。しかし、適法であれば安全なのかとい

うと、必ずしもそうとは言い切れない。本来、検査

の結果によって「機械の故障を発見できる」もしく

は「故障する可能性がある」事が明らかになるべき

だと考える。 

 

 

 

 

法定点検の名称 点検時期
特殊建築物等定期調査
(建築基準法第12条1項)

6か月～3年の間で特定行政庁が定める時期

建築設備定期調査
(建築基準法第12条3項)

6か月～1年の間で特定行政庁が定める時期 ＊1

昇降機定期検査
(建築基準法第12条3項)

6か月～1年の間で特定行政庁が定める時期

6か月に1回

6か月に1回
1年に1回
1年に1回

1か月ごとに1回以上

1日に1回以上

1年以内ごとに1回

1年以内ごとに1回
自家用電気工作物定期検査
(電気事業法第39条、42条)

1か月に1回
1年に1回

定期報告
(省エネ法第75条第5項)

3年に1回

1週間～6か月ごとに1回

6か月ごと～1年に1回
1年に1回

ボイラ、圧力容器検査
(労働安全衛生法45条)

定期(具体的な定めなし)

定期(具体的な定めなし)

定期(具体的な定めなし)

2か月に1回

7日～3年以内ごとに1回
6か月に1回

＊1 一部の検査項目につき、3年の間で設備の全数を確認することとする。
＊2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

冷凍機の定期検査
(高圧ガス保安法35条)

定期検査、清掃
(ビル管法 ＊2)

浄化槽の保守点検、清掃、定期検査
(浄化槽法7条、10条、11条)

消防用設備点検
(消防法第17条の3の3)

専用水道定期水質検査
(水道法第3条6項、34条)

簡易専用水道管理状況検査
(水道法第3条7項、34条の2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 特殊建築物、建築設備、昇降機等の定期 

点検報告率の推移 5） 

3 つ目は、検査制度の情報が非開示である点である。

原因は、検査制度は所有者が実施しているため、こ

れにかかる情報が個人情報とみなされているためで

はないかと考えられる。しかし、商用建築物の場合、

利用者の安全を図ることは所有者の責務であり、安

全にかかる情報が個人情報であるのかどうか疑問で

ある。また、強制される検査制度について、その結

果は書面にて報告されている。書面での取扱いは、

書類作成の手間がかかる、時系列での把握が面倒、

確認に多くの人件費を要することなど改善すべき点

が多い。現在では、通信技術が発達し、膨大なデー

タを速く、安価でやりとりでなっている時代となっ

ている。検査の報告もまた、合理化が図られるべき

である。 

 

４．評価手法 

 本章では図 2 で示す、社会的要請により確認され

る性能について述べる。自主的に実施される点検で

確認される性能について示す。 

評価手法により確認される性能は、環境性能(負荷を

含む)、顧客満足度、不動産価値の評価指針等である

事がわかる。情報開示の状況について、投資家によ

ってプラス要素となる情報は積極的に公開されてい

る。これは評価される建築物は資産価値が高いとす

る認識の下、経済合理性がうまく働いている結果だ

と言える。同じ理由で、逆にマイナス要素となる情

報については、積極的に公開されていない。 

利用者の安全の担保をする性能という社会的要請を 

考えるならば、定量化された情報(エネルギー効率、 

顧客満足度等)が、時系列で確認される検査が必要で 

ある。 

 

５．考察 

3 章および 4 章では「建築物が具備している性能の

確認方法」について、実施されている検査制度およ

び評価手法の概要とその問題点を示した。本章では、

今後実現が見込まれる建築物の望ましい情報公開の

在り方について述べる。 

５．１ 点検の合理化、定量化 

辻本が「機械は故障する 6)」と述べているように、

本来ならば検査によって「故障を発見できる」もし

くは「故障する可能性がある」事が明示されるべき

である。点検によって明らかになるのは、「絶対安

全」を保証するものではなく、「安全に利用できる

可能性が高い」、つまり信頼性が高い状態を示して

いる事を、ここで再び主張したい。 

この視点で信頼性を明らかにするならば、各点検

項目は最初から定量化できる状態で設定されている

べきである。しかしながら、特殊建築物、建築設備(昇

降機等を除く)に限って言えば、図 4-1 に示すよう

に、その判定結果は、「指摘なし」「要是正」の 2

択に限られる。 

平成 20年 4月 1日より相次ぐエレベーター事故を

受けて、図 4-2 のように、エレベーターの判定結果

の記載方法が見直され、「指摘なし」「要是正」の

他に「要注意」という項目が加えられた。機械の経

年劣化による故障を想定すれば、故障一歩手前とす

る過渡的状況についても、判定結果に盛り込まれる

事は妥当であろう。 

なお、判定結果が定量化されていなかった理由に

ついて、法に合致しているかどうか、つまり「適法

か違法」か、という判断基準が、当時の立案者達の

間で高い信頼性を有する指標と認識されていたから

だと考える。 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 特殊建築物の判定方法 7) 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 昇降機等の判定方法 7) 

しかし、建築を専門に学んでいないであろう多く

の建築物の利用者にとって、「適法か違法か」とい

う基準がどの程度高い信頼性を有しているのか、判

断に迷うのではないか。「適法か違法か」だけでは

なく、性能を定量化することで、故障に向かってい

る過程等、より見えやすくなると考える。 

５．２ 利用者への情報の開示 

利用者の安全の担保のため、検査制度の活用を検

討するのであれば、結果の情報開示が望ましい。少

なくとも、利用者の安全を担保する性能については、

積極的に公開されるべきである。これは検査を怠る

所有者には喜ばしくない状況だが、その心理が少な

からず報告率を上昇させるインセンティブとしても

働くはずである。 

対象が異なるが、一般に情報公開がされている検査

●調査項目(特殊建築物)

指摘なし：適法
要是正：違法

●調査項目(昇降機等)

今は故障と扱わなくてもよいが、しばらく
すると異常になる可能性のある段階であ
り、注視が必要



 

 

制度の例として、聖路加国際病院で実施されている

Quality Indicator(QI)の測定がある。QI とは、医

療機関における医療実績の経年的質の評価を示す指

標である。2010 年には 56 指標の QI 項目につき、測

定が実施された。中には、医療の専門用語が使用さ

れ、一度みただけの利用者にはわかりにくいものも

多い。しかし、この制度で注目すべき点は、「各施

設が診療の質を時系列で改善すること」にある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 転倒・転落アセスメント実施率 8) 

たとえば、情報開示の例として図 6 のようなものが

公開されている。転倒・転落アセスメントとは、入

院患者の転倒・転落防止のため患者ごとのリスクを

把握することを指し、各病院でアセスメントスコア

シートを用い、年齢、既往歴等をもとに評価が行わ

れている。評価がされたからといって、確実に転倒・

転落がなくなるわけではないが、利用者は、転倒・

転落アセスメントを実施しているという事実や、

2010 年は前年より実施率があがり、関係者の積極的

な取り組みが窺える、といった傾向を把握すること

で、病院を選択するかどうかのひとつの指標として

利用できる。 

これをそのまま建築分野に置き換えることは難しい

が、たとえば防火扉についてみると、ある建築物に

設置されている防火扉についてその信頼性(正常に

作動した扉と作動しなかった扉の割合)など、点検結

果を時系列でデータベースに蓄積しておく。その経

緯を公開することで、利用者はその建築物が防火扉

の作動検査を実施しているという事実を把握するが

でき、また信頼性が年度で保たれているのか、もし

くは劇的に下がっているのかという傾向を捉えるこ

とができる。 

このような試みは、点検を適切に実施していない所

有者や管理者にとっては受け入れがたいものである

が、優良な所有者または管理者であれば、当該建築

物の情報を提示することで他との差別化を図ること

ができるため、実施に前向きな姿勢を示すと考える。 

５．３ まとめと今後の展望 

本論文では、安全を担保しようとする建築物の理

想と所有者の現実を考慮しつつ、建築物の適正な維

持管理について模索するため、検査制度の改善案に

ついて検討を行った。仮に改善案が実現された場合

に何ができるようになるか、以下に 2 点を挙げる。 

1．点検情報の集積・分析による危険度予測 

2．利用者の建築物性能に対する理解・選択 

性能の確認を行っていても、絶対安全ということ 

はない。機械は必ず故障する。専門家としては、性 

能の定量化を行えば十分であると考えるが、機械は

故障しないもの、と考える現代人には通じない可能

性が高い。両者のかい離を埋めるためには、年度ご

との結果の比較を行うことで、「昨年より信頼性が

上がった、下がった」など、傾向の把握が必要であ

ると考える。 

今後は、以上の点を考慮し、より質の高い定期点

検の実現へ向けて検証を進めていきたい。 
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の資金を主として有価証券等に対する投資として運用、成果の分

配等資金の運用が適正に行われることを確保するとともに本制

度に基づき発行される各種証券の購入者等の安全を図り、国民経

済の健全な発展に資することを目的とした法律。第 14 条にて「運

用報告書等の交付」が義務付けられており、投資法人が保有して

いる不動産の内容(物件、用途、価格等)やテナントビルの収益(テ

ナント数等)についても開示が求められる。 
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